
「鹿児島の地域包括ケアシステムの深化のために」

～地域共生社会の実現に向けて～

鹿児島純心女子大学看護栄養学部 看護学科

八田 冷子

第2回みんながつくる「地域包括ケア」学習交流会（H30.1.24)



本日の内容

１ なぜ、今、地域包括ケアシステム構築が必要？

２ 私たちが暮らす鹿児島の状況は?

４ 介護予防と生活支援の仕組みづくりの主役は？

1

５ 地域包括ケアシステムをどう深化させていくか

３ 住み慣れた地域で安心して暮らすための取り組み事例
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１ なぜ、今、地域包括ケアシステム構築が必要?



日本で地域包括ケアシステムが求められる理由
2025年の高齢社会を踏まえると

①高齢者ケアのニーズの増大 ②単独世帯の増大

③認知症を有する人の増大 が想定される。

介護保険サービス、医療保険サービスのみならず、見守りなどの
様々な生活支援や成年後見制度などの権利擁護、住居の保障、低所
得者への支援など様々な支援が切れ目なく提供されることが必要
だが・・・・・・

そのためには、

現状では、

それぞれの提供システムは分断され、有機的な連携がみられない

地域において包括的・継続的につないでいく仕組み
「地域包括ケアシステム」が必要

そこで、

平成21年度地域包括ケア研究会報告書











「地域包括ケアシステム」とは，

「地域の実情に応じて，高齢者が，可能な限り
住み慣れた地域で，その有する能力に応じ自立
した日常生活を営むことができるよう医療，介
護，介護予防，住まい及び自立した日常生活の
支援が包括的に確保される体制をいう」

「地域における医療及び介護の総合的な確
保の促進に関する法律」第２条（定義）

保険者である市町村や都道府県が地域住民と協働し、

地域の自主性や主体性に基づき，地域の特性に応じて作
り上げて行くことが必要です。

高齢化の進展状況は，地域によって，大きな差があります。
様々な資源も，地域によって，ちがいます。
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２ 私たちが暮らす鹿児島の状況は?



１ 高齢化の現状(平成27年国勢調査）

■総人口 1,648千人
■高齢者人口 65歳以上 480千人(29.4%）,

75歳以上 262千人(16.1%）
■高齢者世帯の状況 高齢単身者世帯数 1⒑,741世帯

全国2位（15.3%)
高齢者夫婦世帯数 85,893世帯

全国6位（11.9%）

２ 要介護認定等の状況（H28.10末 介護保険事業状況報告）

■要介護等認定者数 98,644人 → H12年度(55,940人)の1.8倍
■要介護認定率 20.0%（全国18.0％）

３ 認知症高齢者（H28.10.現在介護福祉課調べ）

■高齢者(65歳以上）に占める認知症高齢者ランクⅡ（見守り必要）以上
63千人 →要介護認定者の約６割

※国推計（H28.8公表）H22:280万人（9.5％）→H24：305万人（10.4％）

４ 高齢者実態調査の結果（平成25年10月）

鹿児島県の高齢者をめぐる現状

■要介護状態になった主な原因疾患
認知症（28.5％），脳卒中（24.7％），関節疾患（12.8％）
■在宅での介護者等の状況
・年齢 65歳未満 58.7％，65～74歳 16.4％， 75～84歳 16.2％， 85歳以上8. 7％
・性別 男性 30.4％，女性 69.6％
■今後の介護に対する意向
在宅介護者の今後の介護についての意向→在宅で介護したい（51.1％）

高齢者の約８割は

元気高齢者



実績値；総務省統計課
推計値；人口問題研究所
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今後，ますます高齢化が進み，やがて「２０２０年には１．６人の若者が１人の高齢者を支える」
厳しい社会となる。

「肩車型」社会へ

昭和５５年（１９８０年）
「胴上げ型」

平成２２年（２０１０年） 平成３２年（２０２０年）

６５歳以上１人に対して， ２０
歳～６４歳は４．５人

６５歳以上１人に対して，
２０歳から６４歳は２．１人

６５歳以上１人に対して， ２
０歳～６４歳は１．６人

平成４２年（２０３０年）
「肩車型」

６５歳以上１人に対して，２０歳
～６４歳は１．４人

65歳以上

64歳以下
20歳以上

19歳以下527 318 263 203
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人口（千人） 本県の人口推移

資料: 社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口）平成19年５月推計 昭和55年・平成22年国勢調査年齢別人口

20~64才
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本県の要介護認定率・高齢化率
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要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護
認定率（％）

高齢化率（％）

高齢化率（ 高→低）

県認定率
２０．６％

全国認定率
１８．０％

【出典】認定率：介護保険事業状況報告（平成26年10月）
高齢化率：鹿児島県の推計人口（平成26年10月1日）



本県の年齢階層区分別認定率の状況（平成２6年１０月）
80歳から84歳では、三分の一が要支援・要介護状態に



認知症

生活不活発病

脳卒中

軽度者に対するサービスを、生活
不活発病の予防、改善を図る観
点から見直す

要介護度

鹿児島県の要介護度別の原因割合

要介護高齢者の状態像

要支援、要介護１等の
軽度者に多い

（廃用症候群）

低 高

（高齢者実態調査報告書H25.10）

※複数回答
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第6期 第6期

鹿 児 島 市 ※ 3,100 5,766 1.86 さ つ ま 町 ※ 3,200 5,900 1.84
鹿 屋 市 ※ 3,257 6,040 1.85 長 島 町 ※ 3,200 5,000 1.56
枕 崎 市 3,200 4,725 1.48 湧 水 町 ※ 2,930 5,800 1.98
阿 久 根 市 3,200 5,600 1.75 大 崎 町 3,239 5,700 1.76
出 水 市 ※ 3,200 6,100 1.91 東 串 良 町 3,100 5,900 1.90
指 宿 市 ※ 3,000 5,070 1.69 錦 江 町 ※ 3,215 5,800 1.80
西 之 表 市 2,992 5,800 1.94 南 大 隅 町 ※ 3,100 5,500 1.77
垂 水 市 3,000 5,100 1.70 肝 付 町 ※ 3,059 6,300 2.06
薩摩川内市 ※ 2,880 6,100 2.12 中 種 子 町 2,684 5,200 1.94
日 置 市 ※ 3,000 5,860 1.95 南 種 子 町 2,650 4,900 1.85
曽 於 市 ※ 3,104 5,657 1.82 屋 久 島 町 ※ 2,738 5,900 2.15
霧 島 市 ※ 2,934 5,500 1.87 大 和 村 3,500 4,980 1.42
いちき串木野市 ※ 3,046 5,992 1.97 宇 検 村 3,500 5,100 1.46
南 さつ ま市 ※ 3,220 5,600 1.74 瀬 戸 内 町 3,300 7,300 2.21
志 布 志 市 ※ 2,883 6,163 2.14 龍 郷 町 3,200 5,200 1.63
奄 美 市 ※ 3,500 6,400 1.83 喜 界 町 3,000 5,100 1.70
南 九 州 市 ※ 3,016 5,500 1.82 徳 之 島 町 2,740 5,600 2.04
伊 佐 市 ※ 3,150 4,750 1.51 天 城 町 3,100 6,000 1.94
姶 良 市 ※ 2,928 5,150 1.76 伊 仙 町 2,600 6,200 2.38
三 島 村 3,534 2,800 0.79 和 泊 町 2,983 6,120 2.05
十 島 村 3,534 5,300 1.50 知 名 町 2,973 6,000 2.02

与 論 町 2,995 6,200 2.07

伸び率市町村名

※合併前市町村の平均

標準保険料

第１期

標準保険料

第１期
市町村名 伸び率

県内市町村の標準保険料の推移（第１期→第６期）



国民健康
保険法に
基づく

保健事業の
実施等に
関する指針
（Ｈ１６．７）

地域における住
民のＱＯＬを向
上させる
ため，保健医療
の連携及び統
合を図る「地域
包括ケアシステ
ム」が示される。

介護保険
法・
医療法
改定・施行

地域を枠組みと
する多職種連
携を通じた包括
的サービス提供
の仕組みづくり
に関して介護保
険法・医療法が
改定

社会保障
改革の推進
について
閣議決定
（Ｈ２２．１２）

社会保障改革
の具体策として
「地域包括ケア
システムの構築
等，在宅介護の
充実・ケアマネ
ジメントの強化，
居住系サービス
等の充実等が
示される。

在宅医療の
体制構築に
係る指針
（Ｈ２４.３）

高齢になっても，
病気になっても，
自分らしい生活
を支える在宅医
療の提供体制
を構築するため，
体制構築へ向
けた都道府県
の役割が示され
る。

地域ケア
体制の整備
に関する
基本指針
（Ｈ１９．６）

療養病床再編
に伴い地域包括
ケア体制の整備
に関する基本指
針が発出

地域包括
ケア研究会
報告書
（Ｈ２１． ３）

地域包括
ケア

システム
を定義
※

Ｈ１６年度 Ｈ17.18年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度～

在宅療養
環境整備
事業の実施

県地域ケア
体制整備
構想の策定

地域ケア体制整備モデル事業の実施

認知症地域支援体制
構築等推進事業
（Ｈ２０～Ｈ２１年度）

共生協働の地域ケア
体制整備推進事業
（Ｈ１９～Ｈ２０年度）

訪問看護
支援事業等

国
の
主
な
動
向

県
の
取
組

地域包括ケア体制推進に係る国の主な動向と県の取組

※平成２１年３月地域包括ケア研究会報告書における地域包括ケアシステムの定義

ニーズに応じた住宅が提供されることを基本とした上で，生活上の安全・安心・健康を確保するために医療や介護のみならず，
福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常生活の場（日常生活圏域）で適切に提供できるような地域での体制

地域包括
ケア庁内
検討ﾁｰﾑ・
ﾓﾃﾞﾙ市町村
との合同
検討会設置

地域包括
ケア体制
整備に

関する調査
の実施

Ｈ２３年度以降の県の取組の方向性整理
第５期県高齢者保健福祉計画主要施策に位置づけ

県組織改正

地域包括ケア・認知症対策担当
参事の設置
「地域包括ケア推進係」「認知症
対策係」の設置

在宅医療推進事業の実施（～Ｈ２７年度）

在宅医療提供体制推進事業

在宅医療連携拠点機能強化事業

在宅医療・ターミナルケア人材育成事業

地域ケア
体制推進
関連事業
の実施

地域
支え合い
体制づくり
事業の活用

介護ｻｰﾋﾞｽ
の基盤強化
のための
介護保険法
の一部を
改正する
法律施行
（Ｈ２４．４）

高齢者が地域
で自立した生活
を営めるよう，
医療・介護・予
防・住まい・生
活支援サービス
が切れ目なく提
供される「地域
包括ケアシステ
ム」の構築が明
記。

社会保障
制度改革
国民会議
報告書
（Ｈ２５.８）

疾病構造の変
化を踏まえた
「病院完結型」
の医療から，地
域全体で治し，
支える「地域完
結型」の医療へ
の改革，在宅医
療・介護の一体
的なサービス提
供体制の見直
しが求められる。

地域包括
ケア研究会
報告書
（Ｈ２５.３）

団塊の世代が
75歳者となる
2025年にむけ，
た具体的な地
域包括ケアの
構築を展望し。
基本的な考え
方を改めて整
理，制度改正に
向けた論点が
整理された。

療養病床の多い
鹿児島にとって，
病床の再編は
一大事でした。



二次医療圏単位の
医療連携体制の構築

日常生活圏域の地域包括ケアシステムの構築

①医療との連携強化
②介護サービスの充実強化
③予防の推進
④多様な生活支援サービスの確保や権利擁護
⑤高齢者の住まいの整備

自助・互助活動共助・公助サービス

訪問介護事業所

訪問看護
ｽﾃｰｼｮﾝ

かかりつけ歯科医

グループホーム等

通所介護
事業所

小規模多
機能居宅

介護支援
事業所

居宅介護
支援事業

所

商店･町内会･民生委員･老人
クラブ ＮＰＯ法人など

助け合い･
ボランティア

傾聴・
声掛け

有償の
家事援助

近隣住民

地域包括
支援センター

【基本理念】
「高齢者等が，できる
限り住み慣れた地域
で自立し，社会参画
しながら，かつ尊厳を
持って，安心して暮ら
していける地域社会
の実現」

調整・マネジメント
地域包括支援センター・居宅介護支援事業
所等が日常生活圏域の共助・公助サービス
と自助・互助活動をつなぐ役割を担う

かかりつけ医

かかりつけ薬局

通所リハビリ
テーション

在宅療養
支援診療所

地域での
見守りや
支え合い

社協
（権利擁護）

施設

病院

高齢者等

自宅

近隣づ
きあい

趣味仲間

役割・生
きがい

寄り合い

家族

振興局・支庁

市町村

地域リハビリ
テーション広域
支援センター

認知症疾患医
療センター

【本県における地域包括ケア体制のイメージ図】

H26.2 介護福祉課 15
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３ 住み慣れた地域で安心して暮らすための取り組み事例

●鹿児島県内の取り組みから



瀬戸内町
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長島町

出水市

阿久根市

薩摩川内市

さつま町

薩摩川内市

鹿児島市
日置市

伊佐市

湧水町

霧島市

曽於市

垂水市
志布志市

指宿市

鹿屋市

肝付町

南さつま市

枕崎市
南九州市

錦江町

南大隅町

東串良町

姶良市

三島村

十島村

屋久島町

奄美市

龍郷
町 喜界町大和村

宇検村

天城町
徳之島町

伊仙町

和泊町

知名町

与論町

龍郷町
マップづくりから住民による地域支え合いの
実践活動
多職種連携による成功事例の地域ケア会議

霧島市
地域密着型サービス事業所と連携した
地域包括ケア体制構築

垂水市
多職種連携のための体制づくり及び市
民への普及啓発地域包括ケアセンタ
ー構想

大和村
マップづくりから全集落で住民主体の高齢
者等の居場所づくりや担い手育成、生活支
援の仕組みづくり

県内の地域包括ケア体
制構築に向けた取組

地域の実情に応じた様々な取組
を地域自らが考え実践中

日置市
地区館を中心とした介護予防・地域づくり、
事業所連絡会等によるケアマネジメント向
上の取組・住民主体の国モデル事業の実
施

薩摩川内市
郡市医師会等と協働した在宅医療・認知症
初期集中支援事業の取組、社協によるサロ
ン活動・住民主体の介護予防の推進

南大隅町
郡市医師会立病院と協働した在宅医
療・認知症初期集中支援推進の取組、
社協と協働した生活支援の充実

徳之島町
県内で一番早く日常生活支援総合事業に
取り組み住民主体の地域活動を推進

西之表市
元気度アップ地域活性化事業や介護
予防事業による地域づくり、高齢者担
当部署の一元化

肝付町
へき地地区ITネットワーク及び地域力

を活かしたボランティア現任研修による
人材育成・地域支援

姶良市
家族介護者交流事業を通した事業所
を中心とした地域づくり

十島村
空き家を活用した住民主体の地域活動
を推進、住民主体の国モデル事業の実施



「地域包括ケアシステム」事例集成
～できること探しの素材集～

（厚労省ホームページ）





2
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4 介護予防と生活支援の仕組みづくりの主役は?



20歳～65歳
（働く時間9時間と仮定）

45年×250日×9時間

＝10万時間

65歳～85歳
（非睡眠時間15時間と仮定）

20年×365日×15時間

＝10万時間
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(人口10万対) 三大死因及び脳血管疾患の死亡率（人口10万対）の年次推移

悪性新生物

国

悪性新生物

県

心疾患国

心疾患県

肺炎国

肺炎県

脳血管疾患

国

脳血管疾患

県

国・県の三大死因及び脳血管疾患の死亡率(人口10万対)の推移

人口動態統計

我が国の健康をめぐる現状① 死因でみた死亡率の推移
－生活習慣病が増加し、疾病構造が変化－



我が国の健康をめぐる現状②

悪性新生物
29.5%

心疾患
15.8%

脳血管疾患
10.3%

糖尿病1.2%

高血圧性

疾患
0.6%

その他
42.6%

死因別死亡割合

悪性

新生物
11.1%

高血圧性

疾患
7.1%

脳血管

疾患
6.3%

糖尿病
4.4%

虚血性

心疾患
2.9%

その他
68.3%

一般診療医療費の構成割合

生活習慣病の医療費に占める割合と死亡割合

資料：厚生労働省「平成２１年度国民医療費」 資料：厚生労働省「平成２２年人口動態統計」

－生活習慣病は、医療費の約３割、死亡者数の約６割を占めるー



●肥満症 （特に内臓脂肪型肥満）
●糖尿病
●高血圧症
●高脂血症

●不適切な食生活
（ｴﾈﾙｷﾞｰ・食塩・脂肪の過

剰等）
●身体活動・運動不足
●喫煙
●過度の飲酒
●過度のストレス

●半身の麻痺
●日常生活における支障
●認知症

●肥 満 ●高血
糖
●高血圧 ●高脂血

レベル 1

レベル 2

レベル 3

●虚血性心疾患（心筋梗塞・狭心症
等）
●脳卒中（脳出血・脳梗塞等）
●糖尿病の合併症（失明・人工透析
等）

レベル 4 

レベル 5

生活習慣病のイメージ

厚生労働省生活習慣病対策室 ※ﾚﾍﾞﾙ３以上への対応も重要



将来推計

2025年

7,000,000
2012年の7人に1人

→

2025年は5人に1人に増加

(65歳以上高齢者における割合) 

19%:各年齢層の認知症有
病率が、2012年以降一定と
仮定した場合。

20.6%:各年齢層の認知症
有病率が、2012年以降も糖
尿病有病率の増加により上昇
すると仮定した場合。

30

認知症の人の数

「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」
（平成２６年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州大学 二宮教授）による速報値

（年）

（万人）



21.5 

24.1 

15.1 

3.9 

3.2 

6.1 

3.0 

2.8 

3.5 

2.8 

2.5 

3.5 

2.3 

2.2 

2.3 

15.3 

20.5 

3.7 

13.7 

13.1 

15.2 

10.9 

7.4 

19.4 

10.2 

9.3 

12.7 

16.4 

14.8 

18.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総数

要介護者

要支援者

脳血管疾患（脳卒中）

心疾患（心臓病）

糖尿病

呼吸器疾患

悪性新生物（がん）

認知症

高齢による衰弱

関節疾患

骨折・転倒

その他

33.5％ 50.1％

要介護度別にみた介護が必要となった主な原因

（資料：厚生労働省「平成22年国民生活基礎調査の概況」）

我が国の健康をめぐる現状⑥

介護が必要になった要因は生活習慣病が３割、認知症や、高
齢による衰弱、関節疾患、骨折・転倒で５割。
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0 20 40 60 80 100 120 140

トランス脂肪酸の高摂取

ヒトT細胞白血病ウイルス1型感染

ヒトパピローマウイルス感染

果物・野菜の低摂取

B型肝炎ウイルス感染

過体重・肥満

多価不飽和脂肪酸の低摂取

C型肝炎ウイルス感染

高LDLコレステロール

ヘリコバクター・ピロリ菌感染

アルコール摂取

塩分の高摂取

高血糖

運動不足

高血圧

喫煙

循環器疾患

悪性新生物

糖尿病

その他の非感染性疾病

呼吸器系疾患

外因

死亡者数

（循環器疾患 33,400） （がん 77,400） （呼吸器疾患 18,100）

128,900

103,900

52,200

34,100

34,000

32,700*

30,600

23,900

23,000

21,200

19,000

11,600

8,900

2,600

1,100

0

図２．わが国におけるリスク要因別の関連死亡者数－男女計(2007年)

（Ikeda N, et al: PLoS Med. 2012; 9(1): e1001160.）

* アルコール摂取は、循環器疾患死亡2,000人、糖尿病死亡100人の予防効果が
推計値として報告されているが、図には含めていない。

我が国の健康をめぐる現状⑦



循環器疾患

糖 尿 病

C O P D

が ん

禁 煙 健康な食事
身体活動
の増加

リスクを高める
飲酒の減少

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

ＮＣＤと生活習慣との関連
－これらの疾患の多くは予防可能－

我が国の健康をめぐる現状⑧

世界保健機関（WHO）は、不健康な食

事や運動不足、喫煙、過度の飲酒など
の原因が共通しており、生活習慣の改
善により予防可能な疾患をまとめて「
非感染性疾患（NCD）」と位置付けてい

る。心血管疾患、がん、糖尿病、慢性
呼吸器疾患などが主なNCD

※COPD（慢性閉塞性肺疾患）



みんなで実行しましょう!!

１ に運動

２ に食事

しっかり禁煙

最後にクスリ

34



Natural Killer細胞（NK）の働き
NKを高くしておけば長生きで癌にならず感染にも強い

35

NKは心の動きの影響を強く受ける

楽しい友人、家族と笑いの絶えない
方達が一番NKが高い

H28.12.4 順天堂大学 奥村康特任教授・名誉教授 大和村講演会資料より抜粋



（平成２２年）

〔健康寿命：平成２４年度厚生労働科学研究補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習
慣病対策総合事業）による健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効

果に関する研究班が示した「日常生活に制限のない期間の平均」から算出〕

健康寿命の延伸と健康格差の縮小
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要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

身の回りの動作（ADL） 生活行為(IADL)

要支援者のほとんどは、身の回りの動作は自立しているが、買い物など生活行為の一部がしづらくなっている。

（参考）要支援１～要介護２の認定調査結果

n=851,756

n=855,173

n=1,047,954

n=854,999

※２ 平成23年度要介護認定における認定調査結果（出典：認定支援ネットワーク（平成24年2月15日集計時点））

n=二次判定件数

※１ 「歩行できる」には、「何かにつかまればできる」を含む。 2
6



そこで，これからの健康づくり・介護予防は･･･

◆ 住み慣れた地域で，生きがい・役割をもって生活できるような

居場所と出番づくりを行い，介護が必要な状態になっても、

生きがい・役割をもって自分らしく生活できる地域づくりを

目指します。

◆ 一人ひとりの高齢者の「心身機能」の改善だけを目指すもので

はなく「活動する」や「参加する」を意識した取組が求め

られます。

～ 大切なこと ～

地域の中に高齢者にとっての

「居場所」「行き場所」「生き場所」
があること！



93歳虚弱女性
講座参加前

岡山県津山市

５メートル歩行

介護予防事業「めざせ元気！こけないからだ講座」

講座参加３か月後

高齢者の笑顔が光る!!介護予防事業

マイ ムービー（Mさん3か月後）.mp4
マイ ムービー（Mさん参加前）.mp4
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５ 地域包括ケアシステムをどう深化させていくか



地域包括ケアから地域共生社会へ

国は2016年7月に「我が事・丸ごと」地域共生社会
実現本部を立ち上げ、地域住民を中心としたすべて
の関係者が「我が事」として、生活課題に「丸ごと
」対応できるような地域共生社会を、今後の我が国
が目指すべきイメージとして提示した。

2017年3月の「地域包括ケア研究会報告書」では、地域

共生社会と地域包括ケアシステムの関係について、高齢
者分野を出発点として改善を重ねてきた「地域包括ケアシ
ステム」は「地域共生社会」を実現するための「システム」
「仕組み」であると整理されている。



地域共生社会の実現に向けた市町村における包括的な支援体制の整備に関する全国担当者会議（H29.9.25)資料



縦割り行政と言われるが……地域資源を集めてみれば



これからの時代に必要な発想の
転換

●「どのようにして介護需要の増加のスピー

ドを減速させられるか

●「現在の人材でどこまで生産性を高めて効率

的に効果の高いケアシステムを作れるか」

●「量的な対応」以上に「質的な変化」を

地域包括ケア研究会報告書.三菱UFJリサーチ＆コンサルティング
2017.3.P10



団塊の世代は長寿に向
けた準備をできる世代
●現在の80代・90代の高齢者は、青年期に自らの90歳をイメージす
ることが難しかった世代である。現実には、その後、医療技術の進
歩と皆保険制度発足をはじめとする様々な社会の変化により、多く
の人々が当時では創造できなかった長寿を経験している。一方で、
団塊の世代はすでに親の世代が80代90代に到達している姿を見てお
り、自らの長寿をイメージできる世代であり、2040年前後に80歳
90歳に達する前に、様々な準備を進められる世代である。

●したがって、2040年に向けて団塊の世代は、自らの健康づくりや
老後の生活の仕方、地域社会への参加、そして人生の最終段階のあ
り方を一人ひとりが考え、2040年の未来予想に向けた準備を進める
べきであり、社会もこれを支援していく必要がある。

地域包括ケア研究会報告書.三菱UFJリサーチ＆コンサルティング2017.3.P11



2040年に向けて地域包括ケアシステムで
取り組むべき予防の方向

地域包括ケア研究会報告書.三菱UFJリサーチ＆コンサルティング2017.3.P15
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地域包括ケアシステムの２つの視点



「地域マネジメント」

地域包括ケア研究会報告書.三菱UFJリサーチ＆コンサルティング2017.3.P28

地域の実態把握・課題分析を通じて地域にお
ける共通の目標を設定し、関係者間で共有す
るとともに、その達成に向けた具体的な計画
を作成・実行し、評価と計画の見直しを繰り返
し実施することで、目標達成に向けた活動を
継続的に改善する取組



地域包括ケア研究会報告書.三菱UFJリサーチ＆コンサルティング2017.3.P30

「地域マネジメント」（地域全体で課題解決）



総合事業の事業評価の視点
総合事業の実施に当たっては、ボランティア活動と有機的な

連携を図る等、地域の人材を活用していくことが重要である。
60歳代、70歳代を始めとした高齢者の多くは、要介護状態や
要支援状態に至っていないことから、こうした高齢者が地域で
社会参加できる機会を増やしていくことが、高齢者の介護予防
にもつながることとなる。併せて、できる限り多くの高齢者が
地域で支援を必要とする高齢者の支えてとなっていくことで、
より良い地域づくりにつながることとなる。

このため、地域づくりの視点から、事業全体を評価した上で
要支援者等に対する介護予防・生活支援サービス事業について
事業評価を行うこととする。

地域包括ケアシステムの構築に向けた



市町村
におけ
る地域
づくり

専門職
等によ
る多職
種連携

地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサービスのあり方に関する研究事業報告書
＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムと地域マネジメント平成 28（2016）年 3 月

進化する地域包括ケアシステムの「植木鉢」

これからの人生、
一番大切なことは
自分自身が、どこ
で、どう暮らしてい
きたいか。最期の
時をどう迎えたい
か。そのために今
何ができるか考え
実行してみることで
はないでしょうか。
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High-risk cases

More complex cases

70‐80％ of the people with
Long-term conditions

High ％ of
Professional care

Equally shared care

High ％ of self care

出所；Department of health(2006)Our health,our health,our care,
our say:a new direction for community services

H30.1.八田改変

重度の介護ニーズや
医療ニーズを持つ人

軽度から中等度の介護ニー
ズや医療ニーズを持つ人

慢性疾患を持ちながらも
あるいは特に病気もなく
元気に生活している人

専門職によるケア
の割合が高い

セルフケア＋専門
職によるケア

セルフケアの
割合が高い
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「セルフケアは日常生活の一部である。自宅、自
宅周辺、地域などの環境、自分、または自分の子
ども、家族、友人などの健康と幸福のために個人
が行っているケアを示す」

英国保健省の「セルフケア」の定義

セルフケアに必須とされる知識と技能

①健康の維持
②不健康の予防
③薬剤の適切な使用
④軽度の疾患への対応
⑤長期にわたる健康問題の管理

引用文献：筒井孝子「地域包括ケアシステムのサイエンス」社会保険研究所2014.5
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「尊厳」と「自立支援」を守る「予防」

「尊厳」と「自立支援」：「すべての住民が自らの意思に基
づき、自立した質の高い生活を送る事ができるように支
援することで、その人らしい生活を可能にする」という考
え方は、障害者であっても、子育てをしながら地域で働く
人にも共通する価値観（＝地域共生社会の実現のため
の価値観）

2040年に向けて地域包括ケアシステムが目指している最終目標

「本人の（表出しない潜在的なものを含
む）意思に基づく生活への支援」

地域包括ケア研究会報告書.三菱UFJリサーチ＆コンサルティング2017.3.P13-17

命・暮らし・人生



地域共生社会の実現に向けた
地域づくりの取り組みの方向性

●「自分や家族が暮らしたい地域を考える」

●「地域で困っている課題を解決したい」

●「一人の課題から」
56

御清聴ありがとうございました

地域力強化検討会「地域力強化検討会
中間とりまとめ」平成28年12月26日


